
＜事業展開＞
○政治分野・経済分野における「見える化」の促進
○WAW（国際女性会議）の開催（26年～ ４回開催）
○理工系女子応援ネットワークの構築（30年1月；172団体）
→夏のリコチャレ（29年度実績；125団体186イベント実施 約23,000名参加）

○役員候補となる女性リーダー育成研修の実施（29年度～）
○女性の起業に対する支援の強化
→女性起業家等支援ネットワークの構築(28年度～）
→女性起業家に対する相談会や企業とのマッチング等の支援
○「“おとう飯”始めよう」キャンペーンなど男性の家事・育児の参画促進
○さんきゅうパパ プロジェクト
→男性配偶者の出産直後の休暇取得率 55.9％
○女性活躍に取り組む農業経営体の認定
→3年間で102経営体を認定
○農業女子プロジェクトの推進（25年～）
→企業等とコラボし広く情報発信(農業女子ﾒﾝﾊﾞｰ662名、
参画企業等34社･4校）

これまでの女性活躍加速のための重点方針に記載された主な取組の現状

○強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等を内容と
する刑法の一部改正（29年7月施行）
○性犯罪・性暴力被害者支援交付金の創設（29年度）
→性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを
41都道府県に設置済（30年2月現在）

○性犯罪被害相談電話番号の全国統一化（29年８月～）
○若年者を対象とした性的な暴力の根絶に向けた取組の推進
○ひとり親・多子世帯応援プロジェクトの開始（27年度～）

＜制度等＞
○女性活躍推進法の成立（28年4月完全施行）
○公共調達の取組指針に基づく加点評価の取組を開始(28年度～）
→国の全26機関が28年度中に取組開始（これまでに19機関が全面実施）

○地域女性活躍推進交付金の創設（29年度）
○いわゆるマタハラ防止のための男女雇用機会均等法等改正（29年
1月施行）
○保育所に入れない場合等の育児休業期間の延長等を盛り込んだ
育児・介護休業法改正（29年10月施行)
○「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」
の策定・同指針を踏まえた取組計画に基づく施策の推進
○「第5期科学技術基本計画」に基づく女性の活躍促進に向けた施策
の推進
○出生時両立支援助成金の創設（28年度）

○保育の受け皿確保に向けた取組
→「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人
分の受け皿整備を行う（新しい経済政策パッケージ 29年12月)

○マイナンバーカード、パスポートにおける旧姓併記の推進
○液体ミルクの普及に向けて、食品衛生法に基づく規格基
準の設定に向けた取組の加速
○男女共同参画、女性活躍に係る褒章分野の新設（29年度）

あらゆる分野における女性の活躍
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